
 

 

 

令和７年２月１４日開催 

予算決算委員会資料 

子ども未来部子ども政策課 

民間の保育所、幼稚園、放課後児童クラブ等への電気料金補助金交付事業について 

 

 国の重点支援地方創生臨時交付金を活用し、エネルギー価格の高騰の影響を受けた市内の

民間の保育所、幼稚園、放課後児童クラブ等の事業者に対して、電気料金の経費上昇分につ

いて財政支援を行うため、下記のとおり補助金交付事業を実施します。 

 

記 

１ 補助制度の概要 

令和７年１月分から同年３月分までの３か月間と前年同期間の電気料金の差額を補助

金として交付します。 

 

（例） 

・令和６年１月分から３月分の電気料金 合計１００，０００円…① 

・令和７年１月分から３月分の電気料金 合計１５０，０００円…② 

 

           補助金額（電気料金の差額）：②－①＝５０，０００円 

 

２ 対象経費 市内の民間の保育所、幼稚園、放課後児童クラブ等の運営に係る電気料金 

 

３ 交付対象 市内の民間の保育所、幼稚園、放課後児童クラブ等 

 

４ 申請期間 令和７年４月１日（火） ～ 令和７年５月３０日（金）＜予定＞ 

        

５ 制度周知 制度の詳細が決定次第、亀山市ホームページ等にて周知します。 

 

６ 事業ごとの予算措置 

【児童福祉一般事業／民間保育所補助費】 

・保育所・認定こども園  補助金額１２５，０００円×５施設＝  ６２５，０００円 

・小規模保育所      補助金額 ６９，０００円×２施設＝  １３８，０００円 

                             小計 ７６３，０００円 

【私立学校等助成事業／私立学校等助成事業】 

・幼稚園         補助金額３３１，０００円×１施設＝  ３３１，０００円 

                             小計 ３３１，０００円 

【子育て環境づくり事業／放課後児童クラブ運営費】 

・放課後児童クラブ 補助金額５１，０００円×２４支援単位＝ １，２２４，０００円 

                           小計 １，２２４，０００円 

 

合計 ２，３１８，０００円 


